
鹿屋市認知症高齢者等家族介護支援サービス事業実施要綱の一部を改正する

要綱 

鹿屋市認知症高齢者等家族介護支援サービス事業実施要綱（令和５年鹿屋市告示

第76号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「□ Ｍ」を「□ Ⅳ □ Ｍ」に改める 

別記第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第13条関係） 

第     号  

 年  月  日  

 

 様 

 

鹿屋市長       印 

 

鹿屋市認知症高齢者等家族介護支援サービス事業利用決定取消通知書 

 

     年  月  日付け  第  号で決定した鹿屋市認知症高齢者等家族

介護支援サービス事業の利用決定は、下記の理由により取り消しましたので、鹿

屋市認知症高齢者等家族介護支援サービス事業実施要綱第13条第２項の規定によ

り通知します。 

  位置検索システム端末機の貸与を受けている利用者は、速やかに端末機等を貸

与を受けた事業者に返還してください。 
 

記 

 
１ 取消年月日    年  月  日 
 

２ 取消の理由 

□利用者から届出があったため（    年  月  日付け辞退届） 

□対象者が鹿屋市認知症高齢者等家族介護支援サービス事業実施要綱に規定す

る要件を欠いたため 

  □対象者が老人福祉施設等に入所したため 

  □対象者が死亡したため 

  □その他市長が適当でないと認めたため 

   （                                ） 

 

 

 

 

 



附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを

使用することができる。 


